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委員会活動を中心とした政策形成サイクル

市民との意見交換会

広報広聴委員会

常任委員会など

政策討論会

常任委員会など

・定例会などの報告
・意見聴取

・政策課題の整理→各委員会へ振分け

・議員間討議→論点・争点の明確化

・議員間討議
・議案審査、独自案・対案・修正案・付帯決議案などの作成

・議決

・政策課題の調査研究、議員間討議→政策討論
　会へのテーマ提出
・参考人制度、専門的知見の活用、陳情・請願
　者の意見陳述

本会議

　

市
で
は
、
大
地
震
な
ど
の
災

害
発
生
時
に
携
帯
電
話
の
メ
ー

ル
配
信
で
避
難
情
報
な
ど
が
伝

達
で
き
る「
緊
急
速
報
エ
リ
ア

メ
ー
ル
」事
業
を
始
め
ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
た
取

組
み
で
、
市
域
の
エ
リ
ア
内
に

一
括
配
信
す
る
こ
と
か
ら
、
市

外
在
住
の
通
勤
者
や
観
光
客
に

も
情
報
が
配
信
さ
れ
ま
す
。

　

あ
ら
か
じ
め
登
録
す
る
必
要

も
な
く
、
専
用
の
着
信
音
で
お

知
ら
せ
し
、
月
額
使
用
料
や
通

信
料
は
無
料
で
す
。
エ
リ
ア

メ
ー
ル
の
対
応
機
種
で
利
用
で

き
ま
す
。

　

ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
な

ど
か
ら
身
を
守
る
た
め
、
豪
雨

（
土
砂
災
害
）や
大
地
震
、
武
力

攻
撃
な
ど
災
害
事
例
ご
と
に
避

難
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
ま
と

め
た
手
引
書「
高
山
市
避
難
マ

ニ
ュ
ア
ル
」を
作
成
し
ま
し
た
。

　

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
避
難

勧
告
な
ど
の
重
要
な
防
災
情
報

が
ど
の
よ
う
な
手
段
で
発
表
さ

れ
、
ど
の
よ
う
に
情
報
を
入
手

し
、
ど
う
行
動
し
た
ら
い
い
の

か
な
ど
の
避
難
手
順
や
災
害
対

応
に
役
立
つ
情
報
が
詳
し
く
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
全
戸

配
布
す
る
予
定
で
す
。

災
害
に
備
え
る

 

緊
急
速
報
エ
リ
ア
メ
ー
ル
導
入
／
避
難
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

企
画
課
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3
1
3
4

問
合
先

●登録して安心　安全安心情報メール HP：//www.city.takayama.lg.jp/   携帯用HP http://www.city.takayama.lg.jp/i/

A４カラー刷り30ページでイラストを
多く掲載しています

 
議
会
改
革
だ
よ
り（
第
１
号
）

 
議
会
改
革
だ
よ
り

市
民
の
み
な
さ
ん
の

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

時
代
が
求
め
る
議
会
活
動
、

議
員
活
動
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
る
議
会
改
革
等
に
関
す
る
特

別
委
員
会（
全
議
員
で
構
成
）

で
、「
高
山
市
議
会
の
あ
る
べ

き
姿
」（
2
月
15
日
広
報
掲
載
）、

「
基
本
理
念
」（
3
月
１
日
広
報

掲
載
）、「
議
会
の
活
動
原
則
」

（
3
月
15
日
広
報
掲
載
）
に
続

き
、「
議
員
の
責
務
及
び
活
動
原

則
」及
び「
委
員
会
活
動
を
中
心

と
し
た
政
策
形
成
サ
イ
ク
ル
」

が
合
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
合
意
事
項
を
踏
ま

え
、
議
員
定
数
は
現
在
の
36
人

か
ら
12
人
削
減
し
24
人
、
選
挙

区
は
全
市
一
区
と
す
る
議
会
案

が
合
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
こ
れ
ら
の
調
査
研
究

結
果
に
つ
い
て
、
議
員
が
地
域

に
出
向
き
、
説
明
し
て
い
く
予

定
で
す
。

問
合
先

議
会
事
務
局

35-

3
1
5
2

　

35-

3
1
7
0

FAXgikai@
city.

takayam
a.lg.jp

MAIL 

議員の責務及び活動原則について
（議員の責務）
　これまで検討された「議会のあるべき姿」を実現するための基本理念を具
現化するための議会活動をすすめる議会の一員として、公平・公正・誠実
に活動をすすめ、市民の代表者としての責任を果たさなければならない。
（議員の活動原則）
　議員は次に掲げる原則に基づき活動する。
○議員としての資質の向上に努める
　　議員は市民の代表として市民の意見を的確に把握するとともに、自己
　の資質向上のための不断の研さんを行うこと。
○市民全体の福利の向上をめざす
　　議員は議会の一員として、一部の地域や団体の代表にとらわれず、市
　民全体の福利の向上をめざすこと。
○議員間の自由討議を重んじる
　　議員は議会が合議制機関であることを認識し、議員間の自由討議を重
　んじること。
○政策立案・提言のための調査研究に積極的に取組む
　　議員は政策立案・提言のための調査研究に積極的に取組むこと。
※内容は今後議論を重ね、より良いものにしていきます。

議
員
定
数
は
24
人
、
選
挙
区
は
全
市
一
区
定
数
36
人
か
ら

12
人
削
減
を
合
意

携帯電話に避難情報が表示される
エリアメール（デモ画面です）


